高浜安立荘デイサービスセンター　

高浜市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業通所型サービス
重要事項説明書
当事業所は契約者に対して高浜市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業通所型サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。


社会福祉法人　昭　徳　会
令和7年10月
１．事業者
　　　　　　(１)　　　　法人名
社会福祉法人　昭徳会
（２） 法人所在地
愛知県名古屋市昭和区駒方町四丁目10番地
（３） 電話番号
052－831－5171
（４） 代表者氏名
理事長　鈴木　正修
（５） 設立年月日　
昭和27年5月17日
２．事業所の概要

（１）事業所の種類
通所介護事業所   　平成12年1月28日指定(通所介護)
                                           平成18年4月1日指定（介護予防）

　　　　　　　　　　　　通所型サービス　 　平成28年6月1日指定
愛知県2374600084号
※当事業所は特別養護老人ホーム高浜安立荘に併設されています。

（２）事業所の目的　　　当事業所は、介護保険法令に従い、利用者がその有する能力に
　　　　　　　　　　　　応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように援
助することを目的として、利用者に介護予防通所介護相当サービスを提供します。

 (３) 
事業所の名称
 高浜安立荘デイサービスセンター

 (４)
施設の所在地
 愛知県高浜市芳川町一丁目２番地７３
 (５)
電話番号

 ０５６６－５２－５５１７
 (６)
管理者氏名
 中村　範親
 (７)
当施設の運営方針  利用者がその人らしい生活を過ごせるよう、日常生活能力の維持、改善をすることでより暮らしやすく、また社会的孤立感の解消、利用者・家族の身体的・精神的負担の軽減を計ることが目的である。
　　　　　　　　　　　　　　　
(８)
開設年月日
　平成５年７月１日
(９)
通常の事業の実施地域　　高浜市
(10)
営業日及び営業時間

	営業日
	月～土曜日
(毎週日曜日と1月1日、2日は休業日とする)

	営業時間
	原則的に午前8時から午後5時00分まで

	サービス提供時間
	午前9時00分～午後3時10分


(11) 利用定員　　　　　　　　１０人
３．
職員の配置状況

当事業所では、利用者に対して介護予防・日常生活支援総合事業を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

〈主な職員の配置状況〉
	職　種
	

	（１）管理者
	１名（併設特養との兼務）

	（２）直接処遇職員
	１名（常勤換算１）


４．当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご利用者の希望に対して以下のサービスを提供します。
（１）介護予防・日常生活支援総合事業の給付の対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の9割もしくは8割か7割が介護保険及び
介護予防・日常生活支援総合事業から給付されます。

〈サービスの概要〉

①送迎
・利用者の身体等の状況に応じて、リフト付バス等でお迎えにあがります。

②入浴

・希望に合わせ入浴をしていただけます。
　　③生活相談

・利用者からの相談等について、生活相談員が随時お聞きします。
　　④健康チェック

・利用時、利用者の体温、血圧、脈拍測定や、健康状態を看護師がお聞きします。

　　⑤レクリエーション

・創作活動、誕生日会、季節ごとの外出行事を提供します。

　⑥介護全般

・利用時、利用者に応じた生活援助を行います。

　　⑦家族介護者相談

・定期的に、利用者家族の介護技術向上のための教室のご案内をします。ご相談に
ついては、随時受付けます。
　〈診断書について〉

　　　通所介護利用に際し、自己負担にて診断書をとっていただきます。

（２）サービス利用料金〉
　　　別表の料金表にて詳細を記載しています。
（３）利用料金のお支払い方法
料金の支払いについては、以下の通りとします。

①当月末締めの翌月支払いです。
②翌月の指定日に預金口座自動振替となります。ただし、特別な事情がある場合は相談に応じます。

（４）利用の中止、変更、追加

①利用予定日の前に、利用者の都合によりサービス利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。

②サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご利用者に提示して協議します。
５．緊急時の対応方法について
（１）サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡、病院への救急搬送等の必要な措置を講じます。
（２）利用者が予め指定する連絡先に連絡します。

６．事故発生時の対応方法について
（１）利用者に対するサービスの提供により、事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
（２）利用者に対するサービスの提供又は送迎により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
７．非常災害対策
（１）サービスの提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な対応を行います。
（２）非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
（３）定期的に避難訓練を行います。
８．虐待の防止について
（１）事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を予防するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
　　　①虐待防止に関する担当者を選定しています。

	虐待防止に関する担当者
	生活相談員　　後藤　美香


　　　②虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。

　　　③虐待防止のための指針を整備しています。
　　　④従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
９．身体拘束について
（１）事業者は、原則として利用者に対して身体拘束は行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
　　　①緊急性・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
　　　②非代替性・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
　　　③一時性・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

１０．衛生管理等
（１）事業所において使用する備品等について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。

（２）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
　　　①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者の周知徹底を図ります。

　　　②事業者における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
　　　③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

１１．第三者評価の実施状況について

	実施の有無
	無し

	実施した直近の年月日
	

	実施した評価機関の名称
	

	実施結果の開示状況
	


１２．苦情の受付について

（１）当事業所における苦情の受付
	苦情受付窓口（担当者）
	生活相談員　　後藤　美香

	受付時間
	毎週月曜日～金曜日　9：00～17：00


（２）苦情解決対策委員

	苦情解決責任者
	施設長（管理者）
	中　村　範　親
	0566－52－5517

	苦情受付担当者
	課長
生活相談員
	後　藤　美　香
	

	第三者委員
	高浜市社会福祉協議会事務局長
	弓　削　健　二
	0566－52－2002

	
	高浜市民生児童委員協議会会長
	毛　受　保　紀
	0566－53－2050

	
	人権擁護委員
	神　谷　章　一
	0566－53－0745

	
	学識経験者
元園長
	太　田　美　鈴
	0566－75－3008


（３）行政機関その他苦情受付機関

	高浜市福祉部介護・障がい
グループ
	所在地　愛知県高浜市春日町五丁目165

電話番号（0566）95-9554

	愛知県社会福祉協議会
	所在地　愛知県名古屋市東区泉一丁目6番5号

電話番号（052）971－4165

	愛知県国民健康保険団体連合会
	所在地　愛知県名古屋市東区白壁一丁目50番地

電話番号（052）212－5515


　　　 年　　　月　　　日
介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業通所型サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

高浜安立荘デイサービスセンター
説明者　職名　　生活相談員　
　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業通所型サービスの提供開始に同意しました。
　　　　利用者
                      氏名                                     　
　      代筆者
氏名                                     　
身元保証人
                      氏名                                     　
＜重要事項説明書付属文書＞

１．サービス提供における事業者の義務
当事業所では、利用者に対してサービスを提供するにあたって、利用者の生命、身体、生活環境等の安全・確保やプライバシーの保護などに配慮するなど、義務を負います。当事業所では、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
	1 利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。

2 利用者の体調、健康状況からみて必要な場合には、主治医又は看護職員と連携のうえ、利用者から聴取、確認します。

3 非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、利用者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。（消防法施行規則第3条の規定に則る）

4 利用者に提供したサービスについて記録を作成し、5年間保管するとともに、利用者または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。

5 利用者へのサービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療期間への連絡を行う等必要な処置を講じます。

⑥事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者または家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務）

ただし、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療期間等に利用者の心身
等情報を提供します。また、利用者との契約の終了に伴う援助を行う際には、予め文
書にて、利用者の同意を得ます。


２．サービスの利用に関する留意事項
(1) 　施設・設備の使用上の注意

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。

○故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊し
たり、汚したりした場合には、利用者に自己負担により原状に復していただくか、又
は相当の代価をお支払いいただく場合があります。

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利
活動を行うことはできません。

(2) 　喫煙

事業所内の定められた喫煙場所にてお願いします。
３．損害賠償について

当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。

但し、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。

４．サービス利用をやめる場合（契約の終了について）
契約の有効期間内は、契約締結の日から6カ月間ですが、期間満了の2日前までに利用者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に6カ月間同じ条件で更新され、以後も同様となります。

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。（契約書第10条参照）

(1) 利用者からの解約・契約解除の申し出

契約の有効期間であっても、利用者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。

　　以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。

（２）事業所からの解約・契約解除について
　　以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。


(３)　契約の終了に伴う援助

契約が終了する場合には、事業者はご利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。

当サービスは、原則として要介護認定の結果「要支援」と認定された方、及び介護予防・日常生活支援総合事業の対象者が利用できます。





利用者が死亡した場合


事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合


施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合


当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合


入院し、その期間が3カ月以上経過した場合





介護予防・日常生活支援総合事業の給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合


事業所の運営規程の変更に同意できない場合


利用者が入院された場合


利用者の「介護予防ケアマネジメント」が変更された場合


事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護予防・日常生活支援総合事業を実施しない場合


事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合


事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合


⑧他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れが


ある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合





利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合


利用者による、サービス利用料金の支払いが3カ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合


利用者が故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
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